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改正案 現 行 

（常任委員会の名称、委員の定数及びその所管） 

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとお

りとする。 

（１） 総務経済常任委員会 ８人 

政策推進課、総務課、魅力創造課、都市経営課、農林課、商工

労政課、環境土木課、水道課、出納課、選挙管理委員会、監査

委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会、上

水道事業及び下水道事業に関する事項並びに他の常任委員会

の所管に属さない事項 

（２） 厚生文教常任委員会 ８人 

住民税務課、健康福祉課、高齢者支援課、子育て支援課、教育

委員会及び公立芽室病院事業に関する事項 

（常任委員会の名称、委員の定数及びその所管） 

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとお

りとする。 

（１） 総務経済常任委員会 ８人 

総務課、企画財政課、税務課、出納課、選挙管理委員会、監査

委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農林課、商工観

光課、建設都市整備課、水道課、農業委員会及び上水道事業に

関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 

（２） 厚生文教常任委員会 ８人 

住民生活課、保健福祉課、子育て支援課、教育委員会及び公立

芽室病院事業に関する事項 

（開催の特例） 

第１３条の２ 委員長は、次に掲げる場合において、委員会の開

催場所への参集が困難と判断されるときは、映像と音声の送

受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすること

ができる方法（以下「オンライン」という。）を活用した委員

会を開催することができる。 

（１） 重大な感染症のまん延 

（２） 災害の発生等 

（３） その他委員長が必要と認めるとき 

２ 前項の場合において、委員は、委員会にオンラインによる出

席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければ

ならない。 
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３ オンラインを活用した委員会の運営に関して必要な事項は、

議長が別に定める。 

（定足数） 

第 14条 （略） 

２ 前条第２項の規定により委員長の許可を得て会議に出席し

た委員は、前項、次条第１項及び第２７条第１項の出席委員

とする。 

（定足数） 

第 14条 （略） 

 

（秘密会） 

第 18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。た

だし、オンラインを活用した委員会においては秘密会とする

ことはできない。 

２ (略) 

（秘密会） 

第 18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。 

２ (略) 

（出席説明の要求） 

第 19条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の

教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業

委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表

者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明

のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければ

ならない。 

（出席説明の要求） 

第 19条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の

委員長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業

委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表

者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明

のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければ

ならない。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 


